
医療法及び医師法の一部改正について

資料２



１．医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【医療法】
医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定す

る制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設
２．都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】

都道府県においてPDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」の策定、都道府県と

大学、医師会等が必ず連携すること等を目的とした「地域医療対策協議会」の機能強化、効果的な医師の配置調整等の
ための地域医療支援事務の見直し 等

３．医師養成過程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】
医師確保計画との整合性の確保の観点から医師養成過程を次のとおり見直し、各過程における医師確保対策を充実
・医学部：都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設
・臨床研修：臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定権限の国から都道府県への移譲
・専門研修：国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設

都道府県の意見を聴いた上で、国から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施
を意見する仕組みの創設 等

４．地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】
外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化するため、二次医療圏を基本とする区域ごとに外来医療関係者による協

議の場を設け、夜間救急体制の連携構築など地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて協議・公表
する仕組みの創設

５．その他【医療法等】
・地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限の追加
・健康保険法等について所要の規定の整備 等

医療法及び医師法の一部を改正する法律の概要

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関
する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる。

改正の趣旨

2019年４月１日。（ただし、２のうち地域医療対策協議会及び地域医療支援事務に係る事項、３のうち専門研修に係る事項並びに
５の事項は公布日、１の事項及び３のうち臨床研修に係る事項は2020年４月１日から施行。）

施行期日

改正の概要
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医療法及び医師法の一部を改正する法律のポイント

ー医師少数区域等での勤務経験を厚生労働大臣が評価
する認定制度を創設

ー認定医師等を、地域医療支援病院等の一定の病院の
管理者とする

医学部…都道府県知事から大学に対する地域枠・地元
出身者枠の創設・増加の要請

臨床研修…厚生労働大臣から都道府県知事に臨床研修
病院の指定・定員設定権限を移譲

専門研修…日本専門医機構等に対する、専門研修実施
に必要な措置実施に関する厚生労働大臣の要請規
定、意見聴取規定等を追加

○2008年以降の医学部臨時定員増による地域枠での入学
者が、2016年以降診療に従事。

○地域の医師偏在是正のため、地域枠医師等が、
・医師不足地域等での医療提供を積極的に選択できる環
境整備とともに、

・医師の希望等を踏まえたキャリア形成支援
が必要。

○一部都道府県の医師確保対策の体制が十分整っていな
い。
・地域医療対策協議会未開催
・医師派遣時、都道府県、大学間が連携していない場合有

○都道府県が医師確保対策を主体的に実施できる体制を構
築する必要。

○医学部段階・臨床研修段階を通じ、医師は自らが研鑽
した地域に定着する傾向。

○新専門医制度が2018年4月から開始。新制度開始後も、
医師のキャリアや地域医療への配慮が継続される仕組
みが必要。

○外来医療について、
・無床診療所の開設状況が都市部に偏在
・医療機関間の連携の取組が地域状況に依存

○外来機能情報の可視化・地域での機能分化・連携方針
を協議する枠組みが必要。

ー都道府県事務に、キャリア形成プログラム策定、医
師少数区域への医師派遣等を追加

ー「医師確保計画」の策定や、大学・医師会・主要医
療機関等を構成員とする地域医療対策協議会での具
体的医師確保対策の協議を追加

○地域医療構想の推進を促す仕組みが必要。

法律の概要現状と課題

３.医師養成過程を通じた医師確保対策の充実

１.医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設

２.都道府県における医師確保対策の実施体制整備

４.地域での外来医療機能の偏在・不足等への対応

ー地域ごとに外来医療提供体制の情報を可視化し、不
足・偏在等への対応を協議する場の設置、協議結果
の公表を追加

５.地域医療構想の達成を図るための都道府県知事権限追加２



３．医師養成過程を通じた医師確保対策の充実について

法案の内容（①については医療法、②～④については医師法改正）

＜医学部関係の見直し＞

① 都道府県知事から大学に対して、地対協の協議を経たうえで、地域枠又は地元出身者枠の創設又は増加を要請でき
ることとする。（2019年４月１日施行）

＜臨床研修関係の見直し＞

② 法律及び臨床研修の実施に関する厚生労働省令に定める基準に基づいて、都道府県知事が臨床研修病院を指定する
こととする。（2020年４月１日施行）

③ 都道府県知事は、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、厚生労働省令で定める
ところにより、都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めることとする。（2020年４月１
日施行）

＜専門研修関係の見直し＞

④ 厚生労働大臣は、医師の研修機会確保のために特に必要があると認めるときは、研修を実施する日本専門医機構等
に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請できることとする。また、日本専門医機構等は、医師の研
修に関する計画が医療提供体制に重大な影響を与える場合には、あらかじめ都道府県知事の意見を聴いた厚生労働大
臣の意見を聴かなければならないこととする。（公布日施行）

＜地域医療対策協議会との関係＞

⑤ ②～④において都道府県知事が行う事項については、地対協の意見を聴くこととする。（各施行日に準ずる）

基本的な考え方

地域枠以外県
20%(100人)

地域枠県
80%(404人)

地域枠(504人) 地元出身者
(地域枠以外)(1871人)

地元以外県
22%(410人)

地元県
78%(1461人)

地域枠以外・
地元出身者以外(3707人)

出身大学以外県
62%(2289人)

出身大学県
38%(1418人)

○ 医学部、臨床研修、専門研修を通じ、医師は自らが研さんを積ん
だ土地に定着するとのデータも踏まえ、医師養成過程を通じた医師
偏在対策を講じる必要がある。

臨床研修修了後の勤務地
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専門研修に厚生労働大臣・都道府県知事の意見を反映させる制度の創設

現状

専門研修に厚生労働大臣・都道府県知事の意見を反映させることについて法律上の仕組みは無い

制度改正の内容

医師法上、以下の仕組みを位置付ける

地域医療対策協議会

意見（第４項）

都道府県知事

日本専門医機構等

協議

意見を反映させる
努力義務（第５項）

厚生労働大臣

医師法第16条の8 医学医術に関する学術団体その他の厚生
労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、
又は変更しようとするとき（当該計画に基づき研修を実施するこ
とにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合とし
て厚生労働省令で定める場合に限る。）は、あらかじめ、厚生
労働大臣の意見を聴かなければならない。

２ （略）
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、
あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あら
かじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により
厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の
研修に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなけ
ればならない。

意見（第３項）

意見（第１項）
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団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案について

医道審議会
専門研修部会

意見（第２項）

厚生労働大臣

医師法第十六条の八 医学医術に関する学術団体その他の厚
生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、
又は変更しようとするとき（当該計画に基づき研修を実施するこ
とにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合とし
て厚生労働省令で定める場合に限る。）は、あらかじめ、厚生
労働大臣の意見を聴かなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制
定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を
聴かなければならない。

３～５ （略）

医道審議会
専門研修部会

意見（第２項）

厚生労働大臣

医師法第十六条の九 厚生労働大臣は、医師が医療に関する
最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できる
ようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、
又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労
働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な
措置の実施を要請することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の
立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければな
らない。

３～５ （略）
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医師法第十六条の八第一項及び第十六条の九第一項の厚生労働省令で定める団体

第十九条の二 法第十六条の八第一項及び第十六条の九第一項の厚生労働省令で定める団体は、
次に掲げる団体とする。
一 一般社団法人日本専門医機構
二 一般社団法人日本内科学会
三 公益社団法人日本小児科学会
四 公益社団法人日本皮膚科学会
五 公益社団法人日本精神神経学会
六 一般社団法人日本外科学会
七 公益社団法人日本整形外科学会
八 公益社団法人日本産科婦人科学会
九 公益財団法人日本眼科学会
十 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会
十一 一般社団法人日本泌尿器科学会
十二 一般社団法人日本脳神経外科学会
十三 公益社団法人日本医学放射線学会
十四 公益社団法人日本麻酔科学会
十五 一般社団法人日本病理学会
十六 一般社団法人日本臨床検査医学会
十七 一般社団法人日本救急医学会
十八 一般社団法人日本形成外科学会
十九 公益社団法人日本リハビリテーション医学会
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○ 新たな専門医の仕組みについては、地域医療へ与える影響への懸念を踏まえ、養成開始を１年延期し、
平成30年度から開始した。

○ 新たな専門医の仕組みの実施に当たって、医師が偏在することなく専門医の質を高める体制が構築される
よう、各都道府県に設置される協議会において、地域医療確保の観点から、関係者間で協議を行う。

○ 都道府県協議会は、プログラムの認定に当たって、地域医療提供体制を現状より悪化させることがないか
協議し、日本専門医機構が調整を行う。また、プログラム認定後も、運用実績を踏まえて協議し、日本専門医
機構が調整を行い、必要な改善を図る。

新たな専門医の仕組みにおける都道府県協議会について

連携施設

都道府県

市町村

医師会 病院団体

意見・協議

地域医療確保の
観点から
協議

大学

基幹施設等

各学会

研修プログラムの運用実績等
の情報提供

ローテート
しながら
研修

研修プログラムを
認定

研修プログラムを
申請都道府県協議会

（参考）「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割等について」
（平成29年６月27日付医政医発0627第2号厚生労働省医政局医事課長通知）

「専門医制度新整備指針（第二版）」（平成29年６月）
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現 状 制度改正案

週当たり勤務時間 病院常勤勤務医

内科系 56時間16分

外科系 59時間28分

産婦人科 59時間22分

小児科 56時間49分

救急科 63時間54分

麻酔科 53時間21分

精神科 50時間45分

放射線科 52時間36分

臨床研修医 60時間55分

全診療科平均 56時間28分

○ 現在、医師数は年々増加している一方、その増分は

一部の診療科に偏っている。また、診療科ごとで労働

時間に大きな差が存在している。

○ 診療科別の医師の必要数は不明確であり、医師は臨

床研修修了後に自主的に診療科を選択している。

○ 新専門医制度においても、診療科ごとの養成数を調

整する仕組みは組み込まれていない。

○ 将来の診療科ごとに必要な医師数を都道府県ごとに明
確化し、国が情報提供

臨床研修修了後の適切な診療科選択に寄与し、
診療科偏在の是正につながる。

○ 新専門医制度について、女性医師をはじめとした医師

のキャリアや地域医療に対する配慮が、今後、継続

的になされるような、安定した仕組みが必要である。

○ 新専門医制度において、国が研修の機会確保や地域医
療の観点から、日本専門医機構等に対して意見を述べる
仕組みを法定

※地域医療の意見については、事前に都道府県の意見を聴く

平成 （年）

診療科別医師数の推移（平成6年：1.0）

医師養成過程における医師確保対策（専門研修）

日本専門医機構等は専門研修
に関して、あらかじめ、都道府
県の意見を聴いた国の意見を
聴かなければならないこととす
る。
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意見

地域医療に
関する意見

患者

質の高い医療

専門性の認定

学会・研修病院

研修の実施

病院群

厚生労働大臣

都道府県知事

提示 将来の診療科ごとに
必要な医師数を明確化養成プログラム作成

専門医

日本専門医機構

養成プログラム認定

プログラム認定
基準の策定

専門医の認定
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